
雑損控除 次のいずれか多い金額
① （損失の金額ー保険などにより補てんされた額）ー（総所得金額等÷10）
② （災害関連支出の金額ー保険などにより補てんされた額）ー 5万円

1

生命保険料
控除

5

医療費控除 ○ 医療費控除（限度額 200万円）

○ セルフメディケーション税制（限度額 88,000 円）
医療用から転用された特定成分を含む医療費の総額ー 12,000 円

2

社会保険料
控除 支払った額3

小規模企業共
済等掛金控除 支払った額4



※納税義務者またはその配偶者の直系尊属で同居している 70歳以上の扶養親族

障害者控除7

地震保険料
控除

6

寡婦控除 納税義務者が寡婦である場合　26万円8

ひとり親控除 納税義務者がひとり親である場合　30万円9

基礎控除15

勤労学生控除 納税義務者が勤労学生である場合　26万円10

配偶者控除
別ページの一覧表を参考にしてください。

11

配偶者特別
控除

12

特定親族
特別控除 別ページの一覧表を参考にしてください。14

扶養控除13




